
河川法（昭和三十九年七月十日法律第百六十七号） （抜粋） 

最終改正：平成二三年一二月一四日法律第一二二号 

 

第二章 河川の管理 

第一節 通則 

（河川管理施設等の構造の基準） 

第十三条 河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物は、水位、

流量、地形、地質その他の河川の状況及び自重、水圧その他の予想される荷重を考慮し

た安全な構造のものでなければならない。  

２ 河川管理施設又は第二十六条第一項の許可を受けて設置される工作物のうち、ダム、堤

防その他の主要なものの構造について河川管理上必要とされる技術的基準は、政令で定め

る。 

第三節  河川の使用及び河川に関する規制 

     第一款  通則 

（工作物の新築等の許可）  

第二十六条 河川区域内の土地において工作物を新築し、改築し、又は除却しようとする

者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。

河川の河口附近の海面において河川の流水を貯留し、又は停滞させるための工作物を新

築し、改築し、又は除却しようとする者も、同様とする。  

２ 高規格堤防特別区域内の土地においては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる行為

については、同項の許可を受けることを要しない。  

一 基礎ぐいその他の高規格堤防の水の浸透に対する機能を減殺するおそれのないもの

として政令で定める工作物の新築又は改築  

二 前号の工作物並びに用排水路その他の通水施設及び池その他の貯水施設で漏水のお

それのあるもの以外の工作物の地上又は地表から政令で定める深さ以内の地下におけ

る新築又は改築  

三 工作物の地上における除却又は工作物の地表から前号の政令で定める深さ以内の地

下における除却で当該工作物が設けられていた土地を直ちに埋め戻すもの  

３ 河川管理者は、高規格堤防特別区域内の土地における工作物の新築、改築又は除却に

ついて第一項の許可の申請又は第九十五条の規定による協議があつた場合において、そ

の申請又は協議に係る工作物の新築、改築又は除却が高規格堤防としての効用を確保す

る上で支障を及ぼすおそれのあるものでない限り、これを許可し、又はその協議を成立

させなければならない。  

４ 第一項前段の規定は、樹林帯区域内の土地における工作物の新築、改築及び除却につ

いては、適用しない。ただし、当該工作物の新築又は改築が、隣接する河川管理施設（樹

林帯を除く。）を保全するため特に必要であるとして河川管理者が指定した樹林帯区域



（次項及び次条第三項において「特定樹林帯区域」という。）内の土地においてされる

ものであるときは、この限りでない。  

５ 河川管理者は、特定樹林帯区域を指定するときは、国土交通省令で定めるところによ

り、その旨を公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とす

る。 

 

第六章 雑則 

（この法律の規定を準用する河川）  

第百条 一級河川及び二級河川以外の河川で市町村長が指定したもの（以下「準用河川」と

いう。）については、この法律中二級河川に関する規定（政令で定める規定を除く。）を

準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」

と、「都道府県」とあるのは「市町村」と、「国土交通大臣」とあるのは「都道府県知事」

と、第十三条第二項中「政令」とあるのは「政令で定める基準を参酌して市町村の条例」

と読み替えるものとする。  

２ 前項に規定するもののほか、この法律の規定の準用についての必要な技術的読替えは、

政令で定める。 

附 則 （平成二三年五月二日法律第三七号） 抄  

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。  

二 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二

十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条（道路法第三十条及び第四十五条の改正規

定に限る。）、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二

項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十

条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三

十八条（構造改革特別区域法（平成十四年法律第百八十九号）第三十条第一項及び第二項

の改正規定に限る。）、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平

成二十四年四月一日  

（河川法の一部改正に伴う経過措置） 

第十八条 第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条

の規定による改正後の河川法第百条第一項において準用する同法第十三条第二項の規定

に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同項の政令で定める基準は、当該条例で定め

る技術的基準とみなす。  

（罰則に関する経過措置） 

第二十三条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  



（政令への委任） 

第二十四条 附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律

の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。  

 


